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　目指して活動実績（25年間）等を全国へ情報発信―
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要　旨

　私たち静岡県消防設備保守点検業協同組合は、平成6年7月、消防防災
業者15社が単独では受注が難しい官公需を共同受注するため、静岡県知
事の認可を受け設立されたものです。共同受注とは、組合が実施主体と
なって行う「受注、業務の共同実施、保守点検料の配分、実施報告、共
同受注検査、納税など」受発注を巡る一連の全活動をいいます。
　確立された業界や業法のない厳しい事業環境の中で、「地域一体となっ
た提案型共同受注活動」を実践し25年。
　組合は、組合員56社、共同受注額2億4千万円余（平成30年度決算）と
いう、静岡県の地域経済と県民の安全・安心の確保にとって無くてはな
らない組織に発展しています。
　本稿は、「存在を社会に認知してほしい」という業界の切実な想いを背
景に、組合の設立目的である共同受注の確保・組合員への配分を基本に
置いて活動実績（25年間）等を全国へ情報発信し、業法の制定、消防用
設備等保守点検業の確立を目指して取組を進める組合の活動レポートで
す。
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　私たち静岡県消防設備保守点検業協同
組合（以下「組合」という）は、平成6
年7月、県内消防防災業者15社が静岡県
知事から協同組合（共同受注を目的とし
た組合）設立の認可を受け活動をスター
トさせました。平成13年11月には経済産
業省（中小企業庁）から「官公需適格組合」
の認定を受けています。
　組合設立から25年。組合は、組合員56社、共同受注額2億4千万円余（平成
30年度決算）という静岡県の地域経済と県民の安全・安心の確保にとって無
くてはならない組織に発展しています（図-1）。こうした活動について、県内
外の皆様から「消防用設備等保守点検業において、共同受注はともかく、組
合員への配分をこれだけ長期にわたり継続している団体は全国で例がない」
と言われます。

01 全国に例のない共同受注と配分25年の実績

保守点検を行う県庁別館からの眺望
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　なぜ、“ふじのくに静岡県”で「全国で例がない」と言われる組合活動が生
まれ発展したのか、その背景を概観します。

（1）“法令遵守”を徹底する
　組合の受注業務は、定期的な消防用設備等の点検・報告です。
　消防法では、消防用設備等を設置した防火対象物（消防法上の建築物その
他の工作物等）の関係者（所有者・管理者・占有者）に、この定期的な点検・
報告を義務づけるとともに、有資格者点検の原則や法違反への罰則適用など
厳しいルールを課しています。組合は、厳しい事業環境の中、徹底して“法令
遵守”を公言し実践してきました。活動を支えるものの第一は、組合の“法令
遵守”そして“安全確保”に対する県民からの確固たる信頼です。

（2）組合の活動目的を明確にする
　組合の設立当時、静岡県内には複数の消防用設備等保守点検関係団体が活
動していましたが、組合は活動目的を「共同受注・組合員配分の確保」とし
ました。活動目的を明確にしたことで、組合活動を「ＰＤＣＡ（計画・実施・
評価・改善実施）」の手法で客観的に評価し、戦略的に展開することが可能に
なりました（下写真・右）。

 　 

02 組合活動を支えるもの

法令遵守による保守点検 組合監事の監査（客観的評価）に
理事長及び副理事長が立ち会う
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（3） “ふじのくに”地域支援方式
　組合活動の基盤は、官公需（＝県や市町村など官公庁が発注する業務）の
受注にあります。組合の共同受注額2億4千万円余・18件（平成30年度決算）は、
官公庁及び公的団体から受注した消防用設備等保守点検業務です。これらは、
静岡県や関係市など行政、更には静岡県中小企業団体中央会、 議員提案条例
や地方議会意見書（業法制定）を採択した県議会、国要望を地域の要望とし
て同じ想いで応援してくれる地元選出国会議員など、まさに地域一体となっ
た支援（図-2）があって初めて実現するものです。そして、こうした支援を
現場で業務として具体化する多くの関係者、県民がいます。次に、その特徴
を整理してみました。 

ア　パートナーシップ
　官公需適格組合の認定を受けた県知事認可の協同組合が担う「地域経
済や地域防災の責務」を連携・協働して共に実施するパートナーシップ
が基本です。

イ　チャンスの提供
　支援のかたちは、「仕事を獲得するチャンスの提供」です。
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ウ　仕組・制度の整備へ
　支援では、一時的な支援でなく、整備された仕組・制度に基づく持続
する支援を実現してきました（表－1）。

エ　官公庁との距離感 “自立的な相互主義”
　共通目的のもと“持続する関係”を構築していくには、官公庁への提案、
現場の声等（時には行政にとって耳の痛い話等）を具申できる自立した
組合であることが重要です。

オ　発注関係者を重視 “現場主義”
　組合では、官公庁の発注関係者が、官公需適格組合に認定された県知
事認可の協同組合であることを正しく理解することを重視しています。

カ　業界確立と業法制定に取り組む
　組合は、業界の確立、業法の制定を新たな支援関係を構築する契機と
位置づけ、取組を進めています。

毎年恒例の新年知事表敬で、組合の活動報告に
川勝知事から感謝とお礼の言葉
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＜ 表-1　団体別に見た支援実績 ＞

（4） 提案型共同受注活動の創造（後述）
（5） 配分の仕組（配分ルールと配分協議）を確立する
　共同受注（配分を含む）の難しさは、業務の受注や共同実施も然ることな
がら、保守点検料をいかに組合員の納得する形で配分できるかに尽きます。
私たちの組合には、25年という歳月を掛け、実践の中から獲得した「配分ルー
ル（基準や手続、決定権の帰属、事務経費の割合等）」と、組合員が積み上げ
てきた「配分協議の仕組」が確立されています。

（6） 他の追随を許さない“安全・安心サービス”の品質
　高い品質の “安全・安心サービス” ―― それは、全組合員を対象とした定
期的な有資格者調査（消防設備士、防火設備検査員等）による詳細な有資格
者把握と、組合が毎年独自に行う年2回の受注検査（全数・書類検査、抽出・
現場検査）で担保されています。
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（7） 活動エネルギーの源泉
　“ 仏師、仏像を作って魂（たましい）入れず ”－「共同受注体制」が「仏
像」だとしたら、組合活動を動かすエネルギー、そしてその活動エネルギー
の源泉こそが「仏師が仏像に込めるべき魂（たましい）」と言えます。組合の
理事会、青年部会の役員会をはじめ組合関係者が集まる処には、常に前向き
な議論があります。こうした組合をリードする西川和宏理事長の組合活動に
かける想いを紹介します（下記挨拶・写真・表-2）。

　

＜表-２ 消防法等の改正＞

（8） 組合活動の現場を支える
　どんなに多くの共同受注を獲得（表－3、32ページ）しても、実際に現場
で法令遵守による保守点検が実施されなければ、組合活動は“絵に画いた餅”
です。組合25年の実績は、保守点検の現場で日々汗を流す「組合関係者全員
の活動」で成り立っています。

「 昭和36年（1961年）4月、県下初の防災
設備会社に初めて出社した日の決意は、今も
変らない。お世話になった業界に報い、業界
の健全な発展を天命として、全力で職責を全
うする」  （第25回通常総会挨拶）。

静岡県中小企業団体中央会と取組
の協議を行う西川和宏理事長

組合事務局が用意した資料を基に
意見を出し合う理事会（全員出席）
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　組合では、「官公庁への提案」と合わせて「官公庁が発注する業務を検討又
は競争する場への参加（＝仕事を獲得するチャンス）を求める」取組（図-3）
を “提案型共同受注活動”と呼んでいます。
　取組には、組合員・組合関係者の多くの汗と、現場で保守点検に向き合う
者たちの静かで、ひた向きな想いが込められています。
　意外に思うかもしれませんが、組合はこれまで「組合を優遇した形での受
注（随意契約、単独指名等）」を一度も受けたことがありません。では、何故、
受注できるのか？二つの事例で説明します。

03 ふじのくに発“提案型共同受注活動”の創造
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＜ ① 事例1　新たな法定点検への対応 ＞
　平成28年6月、改正建築基準法が施行され、防火設備の定期検査報告制度
がスタートしました。組合は、これに先立ち組合内に検討チーム（写真上）
を立ち上げ、「消防設備」と「防火設備」点
検の一括発注及び対応策を検討するととも
に、組合員に対して新資格取得の推奨を積
極的に行いました。この後、検討チームが
まとめた「平成28年度版点検料金積算基準

（防火設備定期検査含む・写真下）」は、県
や市町等にも情報提供され、県内関係者で
活用されています。
　組合では、組合内の取組と合わせ、県や
市に対し一括発注のメリットを説明し、粘
り強く実施を働き掛けました。この努力は、
県や浜松市等による一括発注の実施となっ
て結実し、厳しい一般競争入札を経て県立
高校施設や県庁舎、浜松市小中学校施設、
磐田市小中学校施設等で、組合は「消防設備」
と「防火設備」点検を一括発注方式で受注
しています。

＜ 表-3　平成30年度共同受注（実績）＞

静岡県庁舎、ふじのくに茶の都ミュージアム、
浜松市教育委員会（ 小・中学校等）、浜松市消防庁舎、
浜松市立図書館、磐田市教育委員会（小・中学校）、
静岡市教育委員会（小・中学校等）、県教育委員会（浜松湖北
高校グループ、浜松商業高校グループ、磐田農業高校グループ、
掛川東高校グループ、榛原高校グループ、清水東高校グループ）など



ふじのくに発『地域一体となった提案型共同受注活動』の創造

33

＜ ② 事例2　平成26年4月の点検結果報告書等様式の改正 ＞
　組合は、平成25年度に消防庁へ消防法第17条3の3（有資格者の従事義務）
の適正実施と、現場実態に即した点検結果報告書等様式の改正を要望しまし
た。　
　これに対し、消防庁は平成26年4月、点検結果報告書等様式の改正を消防
庁告示（表－４）したほか、消防庁課長通知を発出し点検結果報告書等様式
の取扱い（点検実施者全員を記載）の徹底を図りました。これらの措置により、
官公需の入札仕様書や契約関係書類において点検実施者（全員）の記載や点
検実施者の所属会社名の記載等が徹底されるなど、受注環境の改善が進みま
した。

＜ 表-4　提案活動（抜すい） ＞ 「○」；提案・要望、「◎」；結果
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（1）中小企業者の受注確保
　協同組合25年の活動が、組合員56社、共同受注額2億4千万円余（平成30
年度決算）に発展し、組合の受注増が地域中小企業者の受注確保に大きく貢
献しています。

（2）地域雇用の創出
　令和元年7月現在、組合全体の正規社員は6 １１名、年間新規雇用者３９名

（平成30年度）と、地域雇用の創出にも貢献しています。
（3）中小企業者の組織化の推進
　組合は、平成23年3月以降、個人事業者（中小企業者）の加入促進にも取
り組み、組合設立当初は15社だった組合員が、令和元年7月1日現在、56社に
拡大しています。

（4）地域の安全・安心づくり
　事あれば「直ちに駆けつけることのできる」協同組合は、災害時の活動の
基本「統一的な指揮命令のもと組織的な活動ができる」点で、他の一般的な
業界団体とは大きく異なっています。

（5）“中小企業者の声なき声”を情報発信
　組合の活動は、地域に根差し黙々と地域
経済や地域の安全・安心を担い続ける“中
小企業者の声なき声”を形にして情報発信
するものです。それは、地域全体が地域や
業界の抱える懸念・課題を知る契機となり、
課題解決等の取組に繋がっています。

04 組合活動を通じた地域貢献
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　令和元年5月、第25回通常総会で組合員と来賓など出席者全員が、組合設
立25周年記念メッセージ「創立25年、そして未来へ（巻末参照）」を採択し
宣言しました。メッセージは、未来に向けた取組の決意表明です。組合の現在、
未来をレポートしました。

（1） 基本方針
　組合の設立目的である「共同受注の確保、組合事業の共同宣伝、組
合員の技術向上等」の実現・推進を目指して、共同受注の確保・組合
員への配分を基本に置き、全国のネットワークづくりや業法制定の実
現に取り組んでいきます。

（2） 重点事項
　ア　共同受注の確保・組合員への配分 ＜組合＞
　イ　業界の確立及び業法の制定 ＜中小企業・火災予防＞
　ウ　消防用設備等保守点検を通じた地域への貢献 ＜地域＞

（3） 具体的な取組例
　ア　提案型共同受注活動のより一層の推進
　イ　全国へ情報発信・ネットワークづくり、業法制定の提案
　ウ　産業人材確保対策、ＢＣＰ策定促進、広報活動の推進など

１　平成30年5月29日付で、組合は組合名を「業」1文字を加えた「静岡県消
防保守点検業協同組合」に変更し、業界の確立及び業法の制定を目指す組
合として新たに歩み始めました。

２　平成30年7月10日、静岡県議会において地
方自治法第99条に基づく「消防用設備等の
保守点検業に係る業法の制定を求める意見書

（巻末参照）」が全会一致で可決承認され（右
写真）、衆参両院議長や関係省庁へ提出され

05 創立25年、そして未来へ

25周年記念メッセージ「創立25年、そして未来へ」要約
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ました。組合の想いは、静岡県民の総意となりました。
３　平成30年10月1日、組合役員は総務省消防

庁へ、静岡県議会の地方議会意見書や業法制
定の必要性等を説明させていただき、正式に
初めて業法制定の要望を行いました（右写真・
上）。

４　県内の20歳代保守点検人材は全体の2％未
満（全国値13.7％／ 2015年国勢調査「年代
別就業者割合」）―この情報に接した組合で
は、理事会で協議し静岡県経済産業部の公募
事業「産業人材確保緊急対策事業」に取り組
むことにしました。取組では、業界や職業を
紹介するリーフレット、情報発信力を強化し
た組合ＨＰ（ブログ開設・ＱＲコード対応）等を通じ、幅広く産業人材の
確保を呼び掛けたところ、地元新聞社や教育機関、経済団体等から取材・
問合せがありました（右写真・下）。組合としては、今回の取組が今後の本
格的な取組の呼び水になったものと考えています。

５　平成30年11月、静岡県中小企業団体中央会から、ＢＣＰ（※）策定促進
事業（静岡県経済産業部実施）の打診があり、組合では中小企業者や業界、
組合の危機管理対策の視点で、まずは「取り組んでみよう」ということに
なりました。平成30年度は組合役員や組合員がＢＣＰの専門家から基本研
修を受け、令和元年度も「組合として何が必要か」等の検討を行い取組を
進めています。

　　

６　平成31年3月、全国中小企業団体中央会「平
成30年度先進組合事例集」に組合の取組が紹介
されました。また、この事例集を見て、新潟県
官公需適格組合協議会から講演依頼があり、令
和元年7月には同協議会主催の「官公需セミナー」
で西川理事長が講演をしています（右写真）。　

静岡新聞・平成31
年3月26日朝刊

※ ＢＣＰ（＝Business Continuity Plan）とは、企業が大規模災害等
に備え、事業継続の方法等を決めておく事業継続計画のこと。
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７　これらを踏まえ、令和元年度は静岡県中小企業団体中央会の支援も得て、
組合役員が全国（協同組合、中央会等）へ出向き組合の取組を情報発信す
る事業を進めています。

８　西川理事長は訴えます。「なぜ、他業界で制定済みの業法が消防用設備等
保守点検業では無いのか？」と。業法制定の要望を実質化し、消防用設備
等保守点検業の確立に向けた確かな取組が、今、始まっています。

  
　中小企業組織活動に王道なしー－－私たちは、協同組合や官公需適格組合
といった既存制度を基盤に、「与えられる支援」でなく「自ら共通目的を実現
するための提案を行う」ことで共同受注活動の拡大を実現してきました。
　紹介した取組は、幾つかの工夫と努力はありますが、他地域でも十分「取
組可能な全国標準モデル」です。
　静岡県消防設備保守点検業協同組合は、健全な消防用設備等保守点検業の
確立を通じた協同組合の新たな未来の創造を目指して、県内外の協働及び連
携等の推進を図っていくことができればと考えています（組合事務局では、
組合ＨＰから閲覧できる「ふじのくに消防用設備等保守点検ブログ」を毎日
更新しています）。
　力を合わせて、地域の安全・安心づくりを、そして協同組合の新たな未来
を創造していきませんか！

06 新たな協同組合活動の創造へ

ふじのくに静岡県が目指す“富国有徳の
地域づくり”

組合青年部会役員と理事との定期
的な意見交換会（組合の未来創造）
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●消防用設備等の保守点検業に係る業法の制定を求める意見書

●組合設立25周年記念メッセージ

　静岡県議会（全会一致で可決承認）

　　　　　　    　　　　　　　　     　　　　  　　　　

　　衆議院議長  内閣総理大臣  消防庁長官
　　参議院議長  総 務 大 臣         　　あて

平成 30 年 7 月 10 日　
静岡県議会議長　渥美 泰一

　　　消防用設備等の保守点検業に係る業法の制定を求める意見書

　平成２９年１２月のさいたま市の風俗ビル火災や平成 30 年 1 月の札幌市の自立支援
施設の火災など、多くの尊い人命を奪う火災は後を絶たない。
　空気調和設備、電気設備等の建築設備や、警報設備、消火設備等の消防用設備等が年々
高度化・複雑化する中、火災による被害を最小限に食いとめるには、火災が発生した際
に、消防用設備等がその機能を確実に発揮することが重要であり、それには平時におけ
る適正な点検や必要な管理、修繕が不可欠である。
　しかし、消防法において消防用設備等の点検実施及び消防署への結果報告に係る規定
はあるものの、消防法は消防用設備等の保守点検業に係るいわゆる業法ではないことか
ら、当該業界の所管行政庁はなく、業界を指導・監督する権能もないため、無資格者に
よる点検の実施や点検業務の質の低下が懸念されている。
　また、近年、消防用設備等の点検実施に必要な消防設備士などの有資格者の高齢化や
若年入職者の減少に伴う将来の担い手不足が懸念され、人材の確保が喫緊の課題となっ
ているが、国等が業法に基づいて担い手の育成や確保の支援を行っている建設業界等と
は異なり、当該業界に係る業法がないため、このような取り組みは一向に進んでいない
状況にある。
　よって、国においては、国民の生命、身体及び財産を火災から守るため、消防用設備
等の適正な点検の実施と当該業界の担い手の育成や確保を目的とする消防用設備等の保
守点検業に係る業法を制定するよう強く要望する。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　　　静岡県消防設備保守点検業協同組合 第 25 回通常総会メッセージ
 　　       　　　　　　　 創立 25 年、そして未来へ

　わが国が、新たな時代へと歩み始めた令和元年（2019 年）5 月、静岡県消防設備保
守点検業協同組合（以下「組合」という。）は、組合設立から 25 回目の通常総会開催と
いう節目を迎えています。
　　 　　  （略）
　本日、組合は組合設立 25 年を通過点として、共同受注の拡大及び組合員への配分確保、
未来における業界の確立及び業法の制定を組合活動の基本に置き、消防法が目的とする
火災予防の推進、地域の安全・安心の確保、地域経済の更なる活性化のため、引き続き
組合員をはじめ関係の皆様と力強く歩み続けるとともに、県内外の皆様に組合の取組へ
の理解と連携を幅広く呼び掛けていくことを、ここに宣言します。

　 　令和元年 5 月 23 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　官公需適格組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡県消防設備保守点検業協同組合
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組合員及び組合関係者一同　　　　　




